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   国産飼料用米の利用促進のための政府所有外国産米穀の特別販売要領の

運用について 

        

 このことについて、下記のとおり、国産飼料用米の利用促進のための政府所有外国

産米穀の特別販売要領（平成 21 年５月１日付け 21 総食第 135 号総合食料局長通知。

以下「特別販売要領」という。）の運用について定めましたので通知します。 

 

記 

 

○ 特別販売要領第４の規定にかかわらず、令和７年度及び令和８年度においては、

年間販売限度数量について、令和６年度の国産米の飼料用への使用実績数量又は国

産飼料用米の年間予定使用契約数量のいずれかの３倍とする。 

 

 


